
神戸市水道局契約規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和６年３月29日  

神戸市水道事業管理者 藤   原   政   幸   

神戸市水道管理規程第11号  

神戸市水道局契約規程の一部を改正する 

  神戸市水道局契約規程(昭和39年４月水道管理規程第９号)の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後  改正前  

 （競争入札等に参加させない者） 

第３条 ［略］  

 （競争入札等に参加させない者） 

第３条 ［略］  

２  競争入札等に参加しようとする者

が次の各号のいずれかに該当すると

認められるときは、その者について、

３年以内の期間を定めて競争入札等

に参加させないものとする。その者

を代理人、支配人その他の使用人又

は入札代理人として使用する者につ

いても、又同様とする。 

 

 

２  競争入札等に参加しようとする者

が次の各号のいずれかに該当すると

認められるとき（不動産の売却に係

る一般競争入札にあつては、本市に

おける不動産の売却に係る契約手続

において次の各号のいずれかに該当

すると認められるとき） は、その者

について、３年以内の期間を定めて

競争入札等に参加させないものとす

る。その者を代理人、支配人その他



の使用人又は入札代理人として使用

する者についても、又同様とする。 

(1)～ (6) ［略］  

 

 

(1)～ (6) ［略］  

 （競争入札等に参加する資格） 

第 ４ 条  競 争 入 札 等 （ せ り 売 り を 除

く。）に参加しようとする者は、次

に掲げる資格を備えていなければな

らない。ただし、不動産その他の物

件を売却するときその他特別な理由

があるときは、この限りでない。 

(1)、 (2) ［略］  

 （競争入札等に参加する資格） 

第４条  競争入札等に参加しようとす

る者は、次に掲げる資格を備えてい

なければならない。ただし、不動産

その他の物件を売却するときその他

特別な理由があるときは、この限り

でない。 

(1)、 (2) ［略］  

（指名競争入札の指名及び通知） 

第７条 管理者は、指名競争入札に付

するときは、第３条及び第４条に基

づき資格を有する者のうちから、管

理者が定める指名基準によりなるべ

く５人以上の者を指名するものとす

る。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 指 名 し た と き

は、管理者は、第６条各号に掲げる

事項を指名した相手方になるべく入

札期日前７日までに通知するものと

する。 

 （指名競争入札の通知） 

第７条  指名競争入札により契約を締

結しようとする場合は、なるべく入

札期日前７日までに前条各号に規定

した事項のうち第２号を除く事項を

指名する者に通知する。 

（無効の入札等） 

第 14条  ［略］  

（無効の入札等） 

第 14条  ［略］  

２  せり売りの場合においては、前項

第５号、第６号、第８号及び第 11号

の規定を準用する。 

 

２  せり売りの場合においては、前項

第５号、第６号、第８号及び第 12号

の規定を準用する。 

 



 （契約締結の手続） 

第 19条  落札者は、落札決定の日から1

0日（神戸市の休日を定める条例（平

成３年３月条例第 28号）第２条第１

項 各 号 に 掲 げ る 本 市 の 休 日 の 日 数

は、算入しない。）以内に記名押印

のある契約書（契約内容を記録した

電磁的記録（地方自治法第234条第５

項の措置を講じたものに限る。）を

含む。）その他の必要な書類を提出

し、かつ第 20条第１項に定める契約

保証金を納付しなければならない。

ただし、管理者においてやむを得な

い事情があると認めるときは、この

期限を延長することができる。 

 （契約締結の手続） 

第 19条  落札者は、落札決定の日から

５日（神戸市の休日を定める条例（平

成３年３月条例第 28号）第２条第１

項 各 号 に 掲 げ る 本 市 の 休 日 の 日 数

は、算入しない。）以内に記名押印

のある契約書（契約内容を記録した

電磁的記録（地方自治法第234条第５

項の措置を講じたものに限る。）を

含む。）その他の必要な書類を提出

し、かつ第 20条第１項に定める契約

保証金を納付しなければならない。

ただし、管理者においてやむを得な

い事情があると認めるときは、この

期限を延長することができる。 

２  次の各号のいずれかに該当する場

合は、契約書を省略し請書を提出さ

せることができる。 

(1) ～ (3) ［略］  

２  次の各号のいずれかに該当する場

合は、契約書を省略し請書を提出さ

せることができる。 

 (1) ～ (3) ［略］ 

(4) 有価証券を売買するとき。 

(5)、 (6) ［略］  

 

(4)、 (5) ［略］  

３、４ ［略］  ３、４ ［略］  

 （契約書の記載事項） 

第 19条の２  第 19条の契約書には、次

の各号に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

(1) 契約の目的 

(2) 契約の金額 

(3) 契約金の支払又は納付の方法 

  

 

 

 

 

 

 



(4) 履行期限又は期間 

(5) 契約保証金に関する事項 

(6) その他必要な事項 

 （変更契約書又は請書の提出） 

第 19条の３ ［略］  

 

 

 

（変更契約書又は請書の提出） 

第 19条の２ ［略］  

 （契約保証金の免除） 

第 21条  管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の

納付を免除することができる。 

 （契約保証金の免除） 

第 21条  管理者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の

納付を免除することができる。 

(1)～ (4) ［略］  

(5) 契約の相手方から委託を受けた

保険会社、銀行、農林中央金庫その

他予算決算及び会計令（昭和22年勅

令第165号）第100条の３第２号の規

定 に よ り 財 務 大 臣 が 指 定 す る 金 融

機 関 と 工 事 履 行 保 証 契 約 を 締 結 し

たとき。 

(6) ［略］  

(1)～ (4) ［略］  

(5) 契約の相手方から委託を受けた

保険会社、銀行、農林中央金庫又は

管 理 者 が 確 実 と 認 め る 金 融 機 関 と

工事履行保証契約を締結したとき。 

 

 

 

 (6) ［略］  

 （随意契約） 

第 21条の３  令第 21条の 13第１項第１

号の規定に基づき、随意契約により

契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 場 合

は、次の表の左欄に掲げる契約の種

類に応じ、同表右欄に掲げる予定価

格の額を超えないものとする。 

（随意契約） 

第 21条の３  令第 21条の 14第１項第

１号の規定に基づき、随意契約によ

り 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 場

合は、次の表の左欄に掲げる契約の

種類に応じ、同表右欄に掲げる予定

価格の額を超えないものとする。 

契約の種類 額  

［略］  ［略］  

２  管理者は、令第 21条の 13第１項第

契約の種類 額  

［略］  ［略］  

２  管理者は、令第 21条の 14第１項第



３号及び第４号に規定する契約（同項

第１号に規定する契約を除く。）を締

結したときは、次に掲げる事項を遅滞

なく公表するものとする。 

３～５ ［略］  

３号及び第４号に規定する契約（同項

第１号に規定する契約を除く。）を締

結したときは、次に掲げる事項を遅滞

なく公表するものとする。 

３～５ ［略］  

 （指名競争入札に係る公示の特例） 

第 21条の９ 管理者は、指名競争入札

により特定調達契約を締結しようとす

るときは、入社期日前40日（一連の調

達契約のうち最初の契約以外の契約に

係る指名競争入札による場合は24日、

急施を要する場合は10日）までに、次

に掲げる事項及び特例政令第６条各号

に掲げる事項を公示する。 

（指名競争入札に係る公示の特例） 

第 21条の９ 管理者は、指名競争入札

により特定調達契約を締結しようとす

るときは、入札期日前40日（一連の調

達契約のうち最初の契約以外の契約に

係る指名競争入札による場合は24日、

急施を要する場合は10日）までに、次

に掲げる事項及び特例政令第６条各号

に掲げる事項を公示する。 

（延滞違約金） 

第 26条  契約の相手方がその責に帰す

べき事由によって履行期限内に契約

を履行しないときは、契約金額につ

き、遅延日数に応じ、当該契約締結

の日における政府契約の支払遅延防

止等に関する法律 (昭和 24年法律第 2

56号 )第 8条 第 1項 に 規 定 す る 財 務 大

臣が決定する率を乗じて計算した額

を延滞違約金として徴収する。 

２～４ ［略］  

（延滞違約金） 

第 26条  契約の相手方がその責に帰す

べき事由によって履行期限内に契約

を履行しないときは、延滞１日につ

き契約金額の 1000分の１に相当する

額を延滞違約金として徴収する。 

 

 

 

 

２～４ ［略］  

 （部分払） 

第 30条  ［略］  

２  ［略］  

３  第 29条の２の規定により公共工事

（部分払） 

第 30条  ［略］  

２  ［略］  

３  第 29条の２の規定により公共工事



の前払金に関する規則（昭和 28年６

月規則第 52号）の規定を準用して前

金払をした場合にあっては、前項又

は次項の代価に前払金の額の契約金

額に対する割合を乗じて得た額を第

１項又は次項の部分払の額から控除

する。 

の前払金に関する規則（昭和 28年６

月規則第 52号）の規定を準用して前

金払をした場合にあっては、前項又

は第５項の代価に前払金の額の契約

金額に対する割合を乗じて得た額を

第１項又は第５項の部分払の額から

控除する。 

４  ［略］  ４  ［略］  

（監督に係る事務の委任） 

第 41条の２  管理者は、監督に関する

こと（第 41条の４の規定による職員

以外の者への監督の委託に関するこ

とを除く。）は、主管課長に委任す

る。 

（監督員の任命等） 

第 41条の３ 主管課長は、工事、製造

その他の請負契約締結後、すみやか

に所属職員のうちから監督員を命じ

なければならない。ただし、製造そ

の他の請負契約で特に必要がないと

認めるときは、この限りでない。 

２  主管課長は、監督員を命ずる場合

又はこれを免ずる場合は、監督員指

名簿に記載して行わなければならな

い。 

３  監督員は、契約の適正な履行を確

保するため、神戸市水道局請負工事

監督規程（平成22年３月神戸市水道

 

 



管理規程第９号）に定めるところに

従い服務しなければならない。 

第 41条の４ 主管課長は、特に専門的

な知識又は技能を必要とすることそ

の他の理由により職員によつて監督

を行うことが困難であり、又は適当

でないと認められるときは、職員以

外の者に監督を委託することができ

る。 

（監督の依頼） 

第 41条の５ 主管課長は、所属職員に

より監督を行うことが困難であり、

又は適当でないと認めるときは、他

の課長に監督を依頼することができ

る。 

２  前項の依頼を受けた課長につい

ては、当該依頼を受けた監督の実施

に必要な範囲においては、主管課長

であるものとみなしてこの規程その

他の法令を適用するものとする。 

 

（検査に係る事務の委任） 

第 44条の２  管理者の権限に属する検

査に関すること（第 46条の規定によ

る職員以外の者への検査の委託に関

することを除く。）は、契約要求課

長（経営企画課に対し契約要求手続

きを行う課長。以下「要求課長」と

いう。）又は主管課長に委任する。 

 

 （検査員の指定）  （検査員の指定） 



第45条  要求課長又は主管課長は、検

査を行うときは、速やかに、所属職

員のうちから検査員を指定しなけれ

ばならない。 

第 45条  契約要求課長（経営企画課に

対し契約要求手続きを行う課長。以

下「要求課長」という。）又は主管

課長は、検査を行うときは、速やか

に、所属職員のうちから検査員を指

定しなければならない。 

２  ［略］  ２  ［略］  

３  検査員は、要求課長又は主管課長

が行う検査を補助する。 

 

 

（工事の請負契約に係る検査員の指定

の特例） 

第 4 5条 の ２  前 条 の 規 定 に か か わ ら

ず、工事の請負契約に係る検査（担

保検査を除く。）を行う場合におい

て、その契約金額が管理者の定める

額以上のものの請負契約であるとき

は、要求課長は、工事監理担当課長

に協議のうえ、速やかに、検査員候

補者名簿に登録された者のうちから

検査員を指定しなければならない。 

 （工事の請負契約に係る検査員の指

定の特例） 

第 4 5条 の ２  前 条 の 規 定 に か か わ ら

ず、工事の請負契約に係る検査（担

保検査を除く。）を行う場合におい

て、その契約金額が管理者の定める

額以上のものの請負契約であるとき

は、要求課長は、工事担当課長に協

議のうえ、速やかに、検査員候補者

名簿に登録された者のうちから検査

員を指定しなければならない。 

２  前項に規定する場合において、そ

の 契 約 金 額 が 25 0万 円 を 超 え 管 理 者

の定める額未満の土木工事の請負契

約であるときは、要求課長は、経営

企画課専門役又は経営企画課長によ

り選定された者のうちから検査員を

指定しなければならない。 

２  前項に規定する場合において、そ

の 契 約 金 額 が 25 0万 円 を 超 え 管 理 者

の定める額未満の土木工事の請負契

約であるときは、要求課長は、経営

企画課課長（出納・契約担当）又は

経営企画課長により選定された者の

うちから検査員を指定しなければな

らない。 

 



４、５ ［略］   ４、５ ［略］  

 （立会人） 

第 49条  ［略］  

２  ［略］  

３  前２項の規定は、検査のうち工事

及び工事に関する調査等の請負契約

に係るものについては、適用しない。 

 （立会人） 

第 49条  ［略］  

２  ［略］  

３  前２項の規定は、検査のうち工事

の請負契約に係るものについては、

適用しない。 

（仮受領） 

第 50条  契約の相手方から物品が納入

された場合において、検査員が直ち

に検査できないときは、主管課長は、

当該物品を仮に受領したうえ保管

し、その旨を検査員に通知しなけれ

ばならない。 

 

 （公告の方法） 

第 51条  ［略］  

 （公告の方法） 

第 50条  ［略］  

附  則  

 この管理規程は、令和６年４月１日から施行する。 


